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株主優待制度変更のお知らせ 

 
株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：佐藤 仁）では、平成 21

年 12 月末日権利確定分より、下記のとおり株主優待制度の見直しを実施いたしますので、

お知らせいたします。 

 
記  

 
１．変更理由 

  シネマコンプレックスが主流である現在の映画興行事業においては、現行の株主優待制

度では、本来の目的にかなった利用が難しくなっております。このため、今般、株主優待

制度を見直し、ポイント制によるカード方式を導入することにより、「１０９シネマズチ

ェーン」等での利便性の向上をはかり、株主優待制度の本来の利用を促進するものであり

ます。また、カード方式の導入により、懸案となっておりました株主優待券の転売市場へ

の流出防止、すなわち、当社利益の社外流出の防止にもつながるものと考えております。 

 
 
２．変更時期 

 平成 21 年 12 月末日権利確定分（平成 22 年５月利用分より） 

 
 
３．変更の内容 

（１）変更の要旨 

① 現行の株主優待券（Ａ券・Ｂ券）を廃止し、バーコード方式による株主優待カードを

導入いたします。 
 
② 全対象事業所統一のポイントを付与し、各事業所ごとに利用可能ポイント数を設定い

たします。 
 
③ 付与ポイントは６ヶ月間の有効期限となりますが、１ヶ月で使用できるポイント数の

上限を設定させていただきます。 
 
④ ご所有の株式数に応じて、株主本人カードのほか、株主ファミリーカードを発行させ

ていただきます。 
 
⑤ 全対象事業所において、平日ならびに土曜・日曜・祝日の区分を廃止することによ

り、「１０９シネマズチェーン」等への利便性の向上をはかります。 

ただし、公開初日から最初に到来する日曜日（祝日が連続する場合はその祝日）まで

は、全対象事業所においてご入場をお断りさせていただきます。 
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（２）具体的な変更内容 

① 株主優待基準の比較 

（現行の株主優待基準） 

６ヵ月の発行枚数 ６ヵ月の発行枚数 
発行基準持株数 

Ａ券 Ｂ券 
発行基準持株数

Ａ券 Ｂ券 

1,000 株以上 18 枚 ２枚  10,000 株以上 42 枚 10 枚 

2,000 株以上 24 枚 ４枚  30,000 株以上 48 枚 12 枚 

3,000 株以上 30 枚 ６枚  50,000 株以上 54 枚 14 枚 

5,000 株以上 36 枚 ８枚 100,000 株以上 60 枚 16 枚 

 
 

（変更後の株主優待基準）※平成 21 年 12 月末日権利確定分以降 

発行基準持株数 
６ヵ月の付与ポイント数
(１ヵ月使用可能ポイント数)

発行基準持株数
６ヵ月の付与ポイント数
(１ヵ月使用可能ポイント数)

1,000 株以上 
18 ポイント 

（ 8 ポイント） 
 10,000 株以上

42 ポイント 
（16 ポイント） 

2,000 株以上 
24 ポイント 

（10 ポイント） 
 30,000 株以上

48 ポイント 
（18 ポイント） 

3,000 株以上 
30 ポイント 

（12 ポイント） 
 50,000 株以上

54 ポイント 
（20 ポイント） 

5,000 株以上 
36 ポイント 

（14 ポイント） 
100,000 株以上

60 ポイント 
（22 ポイント） 

 
② 各事業所における利用可能ポイント 

【映画館】 

（１ポイントで 1 名様１回ご利用可能事業所）  
  新宿ミラノ１･２･３、シネマスクエアとうきゅう、池袋東急、上野東急、上野東急２  
 

（２ポイントで１名様１回ご利用可能事業所）  
  １０９シネマズ 15 サイト 

（富谷・佐野・高崎・菖蒲・木場・グランベリーモール・港北・川崎・名古屋・  
四日市・明和・箕面・ＨＡＴ神戸・広島・佐賀）  

  ムービル、渋谷東急、渋谷ＴＯＥＩ①・②  
 
  ※「１０９シネマズＭＭ横浜」「丸の内ルーブル」につきましては、ご利用いただけません。 

  ※「ＩＭＡＸ®デジタルシアター」および「３Ｄ」での上映につきましては、特別興行となり

ますのでご利用いただけません。 

 
【ボウリング場】 

（１ポイントで２ゲームまでご利用可能事業所）  
 新宿ミラノボウル・湘南とうきゅうボウル・港北とうきゅうボウル  

葛西とうきゅうボウル・あすみが丘とうきゅうボウル  
 

③ 株主優待カード発行基準 

ご所有株式数 株主本人カード 株主ファミリーカード 合計枚数 

 1,000 株以上 １枚 － １枚 

 3,000 株以上 １枚 １枚 ２枚 

10,000 株以上 １枚 ２枚 ３枚 

30,000 株以上 １枚 ３枚 ４枚 
 

以  上  
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